
第 2号様式 (1)―②

(単体発注・事後審査型 )

那覇港管理組合一般競争入札公告第15号

地方自治法 (昭不「122年法律第67号)第 234条第 1項の規定たより、一般競争入札 (以 下「入札ことサ
実施する。

令下瞬7年 4月 16爾

耶覇港管理組合管理者 玉破

1 入札に付する事項

くう。 )

壽壽麓簿独蒸
霞綽小

那覇港港湾施設維持補修業務参託 (R7)(1) 工 事 J々

(2) ■二 亭 場 所 那覇港一円

3( ) 工 種 土本一式工事

維持補修業務 T式(4) 工 事 為 容

(5, 王 理 契約締結日の翠日から令和8年 3月 31日 まで

24,44-2,OOO用    (税 込 )(6) 設 計 金 額

(7) 餐 格 審 査 方 法 事後審査型  ※入札参加資棒の審査を開札後に行 う⇔

(3) 最 低 制 限 価 格

本入札案件は、最低制限価格が設定されているため、最低制限価格未満の入札者は落

札者となることができない。
※那覇港管理組会が発注する建設工事等た係る最低制限価格取扱要領
(https://nahaport,jp/business/contract/)

令稗7年 3月 労務半価
※本工事の予定価格は、左口己に示導=公共工事設計労務単価を適用し

て積算 してお り、入札参加者は同革価を通用と/て見疲 りを行い入札

すること。
(9) 適 用 す る 労 務 半 価

○ ジサイクル泄く
本工事は、 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律笙 (平
成12年法律第104号 )に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物
の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。

議会議決

本上享な、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関
する条例第 2条の規定に基づき、議会の珂意の議決を要するため、
落本と決定後は落オと者と工事詩負仮契約を締結し、議会の用意の議決
を経て通知したときに本契約となるc

本手続きは、次年度当初 (補正)予算成立を前提とした年度開始
(予算成立)前からの準備手続きであり、予算成立後に効力を生じ
る事業である。従つて、議会において当初 (補正)予算案が合決さ
れた場合は、契約を締結しない。また、次早度半初 (補正)予算成
立後においても、国庫文出金に係る交付中諦等の手続きの関係上、
入札を延期する場合がある。

準備手続き
(予算成立前)

本手続きは、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続
きであり、交付決定稜に効力を生じる事業である。従って、交付申
講等の手続きの関係上、入札を廷期する場合があるし

準備手続き
(交付決定前)

本手続きは、議会における繰越承認を前提とした事証,準備手続きで

あり、議会承認後に効力を生じる事業である。従つて、議会におい

て本工事に係る予算の繰越承認が否決された場合は、入札を延却又
は中止することがある。また、予算の繰越承認後においても、国庫
支農金に係る繰越 (ヨ債)手続きのFr月係上、入札を延期する場合が
ある。

準備手続き
(繰越承認前)

佼務負授行為I事 本
工事は、債務負担行為に係る契約の特瓢の適用を受ける工事であ

る。

人札時積第
数量書活用方式

本工事は、入札時積算数量書活用方式の試行工事で圭)る。

`18)

そ の 他 適 用 の あ る
法 令 、 常1度 等

(※本案件は、右表のう
ち、OFpを付 した制度等
のi商用が&)る。 )
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2 入札参力瞬資格
次に定める要件をすべて満たしている有資格業者であること。

(1) 業 種 土木工事業
(1)の業不薫のおいて (a)の等級を有することについて、 (3)に
表示する年度に郭覇港管理組合建設工事入札参加資格審査及
び業落選定等に関する規程第7条第1項による建設工事入札参
加資格考名簿への登録があること。また、建設業法に定める

(4)の許可を受けた者であること.

(2) 等 級 C等級

(3)
建設工事入札参加資
格 名 簿 登 録 年 度

令和6・ 7年度

(4) 許 可 区 分 建設業

(5) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。

(6)
建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有

ノメ`lJ期限内にある
、_こ 。

(7)
資格確認申請書提出期限から当該工事こう落本と決定田までの間においてヽ男L朝港管J学_組合の指堪停止措置を受けて
いないこと.

(8)
会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされ,て いる者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の軒R立て

がなされている者 (手続き開始の決定後、入札参加資棒の再認定を受けている者を除く⇔)で 1まないこと⇔

(9)
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、那覇港管理組合発注
上事等からのつF除要請があり、当該状況が継続 している者でないこと.

(10)

人札に参加 tテよう滋する者のF日与に以 下の基準のいずれかに該当する関係がないこ溢c
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当亭者 FH弓で連絡を取ることイま、那覇港管理組合競争契

約入礼心得第 3条第 2項の規定に抵触するものではない。

ア 資本関係
次のいずれかに該当する三者の場合ら
(a)子会社等 (会社法 (平成17年法律第86サ)第 2条第 3号の 2に規定する子会社等をいうぅ以 ド同じ。)
と親会社等 (同条第 4号の 2に規定する魂会社等をいうと以下同じ。)の 関係にある場合
(b)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合

イ 人的関係
次のいずれかに該当する二者の歩合。ただし、 (a),こついては、会社等 (会社法施行規則 (平成18年法務

省令第12号)第 2条第 3項第 2号に規定する会社等をいう.以下同じ。)の一方が民事再生法 (平成11年
法律第225号)第 2条第 4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社 (会社更生法 (平成14年
法律第154号)第 2条第 7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

(a)一方の会社等の役員 (会社法施行規則第 2条第 3項第 3号に規定する役員のうち、次に掲げる者を
いう。以 ド同じ.)が 、他方の会社等の役員を凱に兼ねている場合
1)株式会社の取締役ぃただし、次に掲げる者を除く心
①会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社におtする監査等委員である収締役

②会社法第 2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役

③会社法第 2条第15号に規定する社外取締役
O会社法第348条第 1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないことと
されている取締役

2)会社法第409条 に規定する指タコ委員会等設置会社の執行役
3)会社法第575条第 1項に規定する持分会社 (合名会社、合資会社又iよ合同会社をいう。)の社員
(同法第390条第 1項に規定する定款に別段の定めがある歩合により業務を執行しないこととされ
ている社長を珠く。)

4)糸H合の理事                          ヽ

5)そ の他業務を執行する者であって、 1)か ら4)ま でに掲げる者に準ずる者

(b)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第 1項の規定に
より選任された管財人 (以下単に管財人をいう。)を現 iこ兼ねている場合

(c)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を凱に兼ねている場合

ウ その他の人札の適(さ が阻害されると認められる場合⇔
組合 (共同企業体を含む。)と その構成長が同一の入社に参加 している場合その他上記ア又はイと同視
し多る資本関係叉

`ま

人地関係があると認められる場合も
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(11)
本 工 事 に 係 る 設 計
業 務 等 の 受 話 者

な し

原則として上記に表示する半該工事に係る設計業務争の受託者 (受託者が設計共同体の場
合においてはt当 該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。)Xは当該受託者と資本若
しくは人事画において関連がある建設業者でないこと.

(12)

施

工
実
績

対 象 期 間
自 平成27年 4月 1日 左記の期間内に ド記の対象工事を元請として施工し、完成

引渡しが完了した施工実績を有すること。至  令下H7年5月 二日

寸  象  工  事 上ホ ‐式I事

備 考

(13)

配
置
予
定
技
術
者

資 格 区 分

1級又は2級土本施工管理技
士、若しくはこれと同等以
riの資格を有する者

左記に掲げる要件を満たす監理技術者又は主任技術者を当
該工事に非専任で顧己置できること。酉F_置予定技術者が現在他
の工事に従事している場合は、契約締結時に当該工事に配置
できること。なお、特例監理技術者の配置について1ま、特記
仕様書を確認することc

考備

ア 「これと同等以上の資格を有する者Jと は、次のいずれかを満たす者をいう。

a技術士 (建設部門に限る)の資格を有する者
bその他、発注者が認めた同等の能力を有する者

イ 監)キ世技術考にあつては、監理技術者資棒者証及び輩瑾技術者講習修了証を有する
者であること心

ウ 酉己置予定技術者にあつては、入本と日前に 3か月以 1ェの直接的かつ恒常的な雇用開
係があること。                        「

工 配置予定技術者の専任を要 1′ない期間については、設計区1書等で確認すること。

(14)

その他の条件

(右衰のうち、O尉Jを付
した条件を満たすことを
要する。 )

O 地域要件
那覇市、浦添市、糸満市、豊見城市、南城市、南風原町、人重瀬町、与
那原町、宜野湾市、西原町内に建設業法に基づく主たる営業所があるこ
と。

経営事項
審査評定値

(ア ) 入札日前現在で左記の (ア )イこ示す五種の経営
事項審査における直近の総合評定値が、 (イ )に
示す点数以 任にあること。(イ )

(15) 取 抜 け 案 件

以 ドの工事を落札 した者は、本工事の落札者 となることはできない。

該当無 し

3 設計図書等の鋭布、質問及び回答

設 計 図 書 等 の 配 布

期 F日尋 自 令不‖7年4月 16日  (本 ) 至 令和7年 5月 1日 (本 )

吼 布 方 法 那覇港管理組合ホームページにて配布する,(httpど :〃nahaport,jp/)

問 い 合 せ 先

那覇市還堂町 2番 1号   3階
那覇港管'理路H合 総務部 総務課 財務班
電話 098-8683585

質 問 。回 答 期 間 等

(1)入札・契約手
続に関す ること

那覇市通堂障r2番 1号  3階
那覇港管理糸H合 総務部 総務課 財務班
乍丘畠岳  098-868-2585      FAX  098-868-2629

(2)上 記 (1)以 外
に 関 す る こ と

那覇市通堂町 2番 1号  2階
弓「゙覇港管理糸H合 企画建設都 計画建設譲
電話 098-8680336

提 出 期 間
白 令和7年4月 16日  (水) 学  至 令熟7年4月 25日 (金 )

上記期間の土日及び祝 日を除く毎 日、 9時から16時まで。

提 出 場 所 ti記 (1)1こ 1司 じ。

提 出 方 法 電送 (「AX又 はメール (soumu nyu3atSu@nahaport,jp))又 は持参

国 答 方 法
那覇港管理組合ホームページ (https:〃 naha茎)irt,jp/)及び上記 (1)におい
て、以下の期間、閲覧に供する。

回 答 期 間
回答騨から  令和7年 5月 2日 (金) まで
上記期間の土日及び祝日を除く毎日、 9時から17時までっ
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4 資格確認申請書等の提出

5 入本と手続き等

資 格 確 認 申 請 書

木競争の参加希望者嫌、次の書類を期限内に提出すること。
なお、期 FS艮衰でに提出がない場合、本競争に参加することができないぅ

提  出 書  類 O^般競争入本と参加資格確認中講書 (第 3号様式)
②返信用封筒 (入本と結果追知用(110円切手熟付))

提 出 期 聞
白 令和7年4月 16日  休) ～  至 令下ヨ7年 5月 1日 (本 )

上記翔 F瞬骨の十日及び祝 日を除く毎 日、 9時から16時まで←

提 出 場 所
那覇市通監 l町 2番 1号 (3階 )
総務部 総務課 財務班

那覇港管理組合

民三言舌  098-868-2585

提 出 方 法 持恣叉な司
`送
(一般書留もしくは衛易書留)1提  出 郁 数 1帝る

入  札  期  日 等

入 札 方 法
本工事は、紙入札により実施する。
入なと書等は、あらかじめ指定する日に配達されるように (「酉己達悧指定郵
便ぃ)、 「 般書留」又は「簡易審留」のいずれかの方法により郵送するこ
と。持参や普通郵優等で提出された場合、無効とする。

提 出 書 類
①入札書

②工事費内訳書
配 達 播 定 澤

(入 本と 日 )

令不H7年5月 2H   燈 )

宛 先

〒90併0035  那覇市通堂町 2番 1号
那襲港管理組合 総務部 総務諜 財務手ブ丁
憂ヨ言舌  098-868-2585

入 札 書 に記 載
す る 金 額

落札決定にあたつては、入本L書に記載された金額に当該金額の100分の10に

相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満 (″)端数があるときは、その端

数全額を切り捨てた金額)を 〉ヽって洛札価格とするので、入オと者は、消費税
及び地方消費税に係る課税事業者であるか免軌事業者であるかと問わず、見
積もつた契約希望金額の110分の190に本H当する金額を入札書に員'L載するこ

と:心

入 札 に 関 す る
注 意 事 項

ア入れ書のくじの数字 (任意の数字3桁)は、同額くじ如醒が発生した
場合に使用するため、必ず記入すること。
イ 酉こ遊指定園以分の日ここ届いた入札書及び工事費内訳書は、受理 しない。
ウ 入札書の障付は、開札日を記入すること。

工 事 費 内 訳 書
の  提   出

ア 第1団 理の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応したI事
費内訳書 (様式自由)を提由すること。
イ 下事費内訳書には、作成年月日、I事嘉、五種、種別、細日に相当
する項目 (大項目でよい)に対応するものの単位代員数、単価及び
金額を口月もかにと/、 商号叉は名称並び iこ住所を記裁することゅ
ウ エ事費内訳書には、代表者印を押却することっ
工 管理者 (こ 瀬/ら の者の補助者を含‡,。 )は、提出された工事費ジЧ訳
書について説Π月を求めることがある。

入 札 の 無 効
本公告に示した琥争参加資格のない者のした入札、資格確認中講寺等に虚偽の記載をした者
のした八札及び入オとに調する条件に違反した入本とは、無効とする。

入 札 の 辞 退 等

資格確認申請書の提出後、都合により入札を辞退する場合は、開札日時までに入札辞退届を
提出すること。
また、落札決定までの関|こ他の工事を落札したことにより配置予定技術者を本工事に配置す
ることができなくなつたときtま、直ちに報告すること。当該報告がなく、本人札の手続きが落
本と決定まで至った錫合、指名伸上措置要領に基づく指 l々停止を行うことがある。

そ の 他

ア 落札候補者がいない場合は開札後直ちに再度入札を行 うので、再度入 |とに )ヽ参加する

場合は、開本L時点から立ち会 うこと。初度の開札時に立ち会わない参加者は再度入札を

辞退 したものとみなし、再度入札への参加を認めない。
イ 代理人が再度入札する場合は、再度入札を行 う除に委任状 (任意様式)を提出するこ
と6
ウ 委任状には、工事名、工事場所を記入すること。
工 再度入札参ブ,日君又は再度入札参加者の代テ里人は、当該入札に対する他の再度入札参加者
の代理をすることはできない。
オ 再度入本とは、 1回のみとする。
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6  開本と

開   札   日  時専 令和7年 5月 T日   味 ) 14:00 ※入札書の 日付

那覇港管理組合 2階大会議室
※入芹L者は、開札に立ち会 うことができる (再入札に参加する場合は、開札時点から
立ち会うこと).

開   本L  場 所
|

7 落札候補者の選定

審査にかかる書類の提出

,ォヨオし後、藩札者の決定を保留し、予定価格と最低制限fμ与格の範囲内で有効な最低の価格を

もつて入札を行った者 (以下「落札候補者Jと いう。)か ら順に競争参加資格の審査を行う。
落札候補者は、申請時に提嵩した資棒確認申請書の記載内容を確認できる「資格確認資料」を

持参すること。期限までに資格確認資料を提出しない場合、競争参加資格がないものとする。
なお、落札候補者は上位から順に 3者 (上位の者と同額の者が複数いる場合はこの限りでは
ない。)を決定し資格確認資料を求めるが、適格者が確認できた時点で、次順位以降のものの
競争参加資声みの審査 tま行わないものとする。

通   知   日 令和7年 5月 7日  (水)17:00 まで (予定)に対象業者あて通知する,

提 出 期 限 令和7年 5月 9日  (全, 15:00 まで

提 出 書 類

0配 置予定技術者の資格等 (様式 1)
② 同一工種 の施工実績 (様式 2)

① 資椿確認申請書 (第 3号様式)の資格確認の各項目に記載した必要書類

提  出 部  数 1部

提 出 方 法 原則、持参

提   出  先
〒9or,oo35  那覇市通常町 2番 1号
那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班
電言舌宅酵号

‐  098,86S-2585

競 争 参 加 資 格 の 確 認

競争参加資棒の確認は、開札後、申請書等の提出期限の日をもつて行 うものとし́、その結果
は以下の日までに書面により通無する。

令下口7年 5月 14日 徐)(予定)

なお、落札候補者について競争参加資椿が確認され適格者であることが確認できた場合は、

落札者決定通知をもって資格確認結果の通無に代えるものとする。

落 札 者 の 央 定 方 法
事後審査の結果、落札候補者が競争参加資格を満たしていると確認した場合は、当該落札候
補者を落札者とする。またてその結果は、全入札参加者に違知すると

競争参加資格がない と認
め られた者がその理 由に

対 して不 服 が あ る場合

競争参加資格がないと認められた者は、管理者に対して減争参加資格がないと認められた理

由について説日月を求めることができる。
管理者は説明を求められたときは、普情を中し立て期限の翌暉から起算して5日 以為 (体 日
を除く)に説明を求めた者に対し、書而により回答する。

提 出 期 限
貌争参加資格確認結果の通無を行つた癬の翌日から越算して5日 以内 (休
日を除く)と する。

提   出  先 那襲港管理組合 総務部 総務課 財務班

提 出 方 法
書面 (様式自由)を持参すること。郵送又は電送 (メ ールやFAX)1こ よるも
のは受とす付けないゃ

本 入 札 に 係
資 料 の 取 扱

る
ヤ`

ア

イ

ウ
エ

刻
―

カ

資格確認中講書得の作成及び提農に係る費用は、提出者の負‡1と する。
契約担当者は、提出された資椿確認申詩書等について、競争参加資格の確認以外に

提出者に無断で使用しない。
提出された資棒確認申請書等は、返却しない。
提出期限内に限り、資格確認申講書等の修正、差し替え、追加、再提出を認める。
提出却限を過ぎた場合、資椿確認申請書等は受け付けなしヽ8
資格確認申請終等の受理後、審類内容を審査し、半類の記載鴻れッや添付漏れ等が
あつた場合は競争参加資格無しとなり、藩札者となることはできない。
キ 資格確認中講書等に虚偽の記載をした場合、指名停 1監措置要領に基づく指名停 1常
を行うことがある。
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8 入本と保証金及び契約保証金

9 そ (″)他の事項

入 札 保 証 金

入札保証金の金額等は、現金又は管理者が確実と認める有価証券等をもって見積る契約金額
の100分の5以上を納付するも

`ブ

)とするぅただし、次のいずれかに該当する場合は、人札保証金
の納付を免除する。
ア 保険会社とのFH号に糸H合を被保瞼者とする人札保証保険契約を締結したとき。
イ 国 (独立行政法人含む。)叉 1ま地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約
を締結した実績を有し、これらのうち過去 2箇年の間に履行期限の劉来した二以上の契約
を全て誠実に履行した者。
なお、次のをは人札に関する条件に違反したものとして、その入札を無劫とする。
(1)期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア、イのいずれかに係る書類
の提出のない者
(2)入札保口止金の金額等が上記の条件に満たない場合
(3)入札保証金等の納付等に係る書類に不捕があった場合
また、一度提出された入札探証金の納付等の変更はできないものとする。

※入札保証金を免除した落札者が契約を結ばない場合、損害賠償金として、人札金額に消費
税及び地方消費税を加えた額の100分の Sを那覇港管理組合に納付しなければならない.
※イにより入札保証金の免除を受ける場合は、様式 「地方公共団体等契約状況確認Jを提出
すること。         

｀

提 出 期 限 令和7年 5月 1日 (本)17:00 まで

出 先提

〒900-0035  刀岳覇市通 1章町 2-番■号
那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班
雲豆言舌:番テ許  098-868-2585

札 保 証 金

現 金 納 付 )
入

(
提 出 方 法

ア 「ハ札保証金納付書発行依頼書」を持参すること。
※要事前連絡
イ 組合が発行する納入通知書により金融機関で保証金を
納付し、領収書 (写)を L記期限までに提出することc

入札保証保険証券・入

本L保証書・地方公共団
lナ■等契約状況確認資か1

提 出 方 法 持参又は郵送 (配進が確認できる方法にて送付すること)

保 険 期 間
保 証 塀 間

閣札 日から2か月とする。

有 価 証 券 等
受入 目時 こ受入方法等の調整があるので、事前に上記担当課まで連絡する
こと。

契 約 保 証 金

契約を結ぼうとする者は、那覇港管理組今契約現則第 4粂及び建設工事講負契約書第 4条の
定めるところにより、契約保証金を納めなければならない。ただし、有価証券等の提供又 ,ま銀
行、契約担当者等が確実と認める金融機関岩 しくは保証事業会社 (公共工事の前フ、全保証事業
に関する法律 (昭和27年法律第184号 )第 2条第 4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
をもつて契約保証金の納付に代:えることができる。
また、那覇港管理組合契約規貝ゼ第 4条第 1項各号に該当する場合は、契約保証金を免除す !

る。  :

酉こ 置 予 定 技 術 者
の   確   認

落札決定後、平リンズ等により配置予定監す里技術者の専任綱違反の事実が確認された場合、
契約を結ばないことがある。
なお、病気・死亡・退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、資格確認
申請書等の差替えは認められないっ
病気等の特別なす里由によりやむを得ず酉こ置予定技術者を変更する場合は、 2に掲げる基準を
満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。

支 払 条 件

前   金   熟 適用なし

部   分   払 適用あり
※那覇港管理組合契約規貝と第41条の規定回数の範囲内

契 約 締 結 ¬寺 鐵
本工事に係る契約は、落札者の決定後、 7爵 以内に締結する。ただし、管理者が特に指示モノ
たときはこの限りではない。

講 負 代 金 等 の 変 更

本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事―と関連する工事
を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、本工事
の講負費率 (当初契約額■当初設計額)を変更設計額又は関連工事の設計額に乗 じた額で行
うぅ

入 札 参 加 者 等
の 遵 守 事 項

入札参力ll者は、那覇港管理組合競争入札心得、建設工事請負契約約款及び仕様書を熟説し、
これを遵守すること。
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